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自給率向上のための新しい農政

に参加しましょう。

戸別所得補償モデル対策が４月

からスタ トしますからスタートします。

戸別所得補償モデル対策のねらい

自給率向上のポイントとなる麦・大豆・米

粉用米・飼料用米などについて、シンプルで

分かりやすい助成体系の下に生産拡大を促す

対策と、水田農業の経営安定を図るために、

恒常的に赤字に陥っている米に対して補てん

する対策をセ ト 行 ますする対策をセットで行います。



自給率向上事業 (水田利活用自給力向上事業)

自給率向上のために水田で麦・大豆・米粉用米・飼料用米などを

生産する販売農家・集落営農の皆さんに、主食用米と同等の所得を

確保できる水準の支援を行います。

交付単価（全国一律）

作物 単価（10アール当たり）

麦、大豆、飼料作物 ３．５万円麦、大豆、飼料作物 ３．５万円

小麦（田）　４．０万円

大豆（田）　２．７万円

新規需要米

　（米粉用・飼料用・バイオ燃料用米、WCS用稲）

そば、なたね、加工用米 ２．０万円

　水田経営所得安定対策の単価（全国平均）

８．０万円

そ 、な ね、加 用米 万円

その他作物（都道府県単位で単価を設定します） １．０万円

二毛作助成

　　（主食用米と戦略作物又は戦略作物同士の組み合わせ）

※戦略作物：麦、大豆、飼料作物、米粉用・飼料用・バイオ燃料用米、WCS用稲、そば、なたね、加工用米

１．５万円

激変緩和措置

交付単価がこれまでの対策に比べて減少する地域において継続して

作物を生産できるよう交付単価の調整を行います。作物を 産できるよう交付単価の調整を行 ます。

※ ｢その他作物｣の単価や激変緩和措置に伴う単価は、２～３月頃に具体化する予定です。

※ ｢捨て作り｣には交付されません。収穫や出荷を行うことが必要です。

※ 水田経営所得安定対策の固定払の交付を受けている農家が、今年から新たに新規需要米

を生産し、助成を受けようとする場合は、麦・大豆からの作付転換分に相当する固定払の交

付申請を行わないことが必要です。



自給率向上のための環境整備を図るために、米の生産数量目標

米のモデル事業 （米戸別所得補償モデル事業）

に従って生産する販売農家・集落営農の皆さんに対して、主食用

米の作付面積10アール当たり１万５千円を定額交付します。

米の価格が下落した場合には、追加の補てんも行います。

交付単価（全国 律）交付単価（全国一律）

定額部分 １．５万円

（10ｱｰﾙ当たり） （恒常的なコスト割れ相当分の助成）

交付対象者

変動部分 　 22年産の販売価格が、過去３年の販売価格を下回った場

（10ｱｰﾙ当たり） 合にその差額を基に算定

「生産数量目標」の範囲内で主食用米の生産を行った販売農家・

集落営農のうち、水稲共済加入者又は21年度の出荷・販売の実績

のある方

交付対象面積

主食用米の作付面積から、自家飯米・縁故米用に供される分と

して一律10アールを差し引いた面積

※ 調整水田などの不作付地を有している場合は、不作付地となっている水田の地番・面積・改

善計画などを市町村に提出し認定を受ける必要があります。

※ 水田経営所得安定対策における収入減少影響緩和対策(ナラシ)に加入している場合は 米の※ 水田経営所得安定対策における収入減少影響緩和対策(ナラシ)に加入している場合は、米の

モデル事業における変動部分の交付金額を控除してナラシの補てん額を算定します。

① 個別経営よりも、効率的な経営が行えるので、農家１戸当たり

集落営農で加入することのメリット

① 個別経営よりも、効率的な経営が行えるので、農家１戸当たり

の所得が大幅に増大します。

② 集落営農で水稲共済に加入すれば、水稲作付面積が10アール程

度の農家も交付金が受け取れます。



加入申し込み・支払時期

交付金を受け取るためには 加入申込書 交付申請書などの提出交付金を受け取るためには、加入申込書、交付申請書などの提出

が必要になります。交付金は、国から農業者が指定した口座に直接

支払います。

加入の申し込みは４月～６月、交付金の支払いは、12月～３月に

なります。

農家からの申請 国等からの通知

２２年
    ４～６月

　　　９月 作付確認証明の通知

　　１０月 交付対象面積の通知

加入申請書及び作付面積確認依
頼書提出

　　１１月
交付申請書提出（作付確認証明
を添付）

　　１２月

２３年
        １月

　　　２月

交付金支払
(12月～３月)

担当窓口 連絡先

大臣官房政策課

戸別所得補償制度推進チーム
農林水産省 03‐6744‐1850

お問い合わせ先

　　　３月

北海道農政事務所

戸別所得補償制度推進チーム事務局

東　　北
（青森･岩手･宮城･秋田･山形･福島）

関　　東
（茨城･栃木･群馬･埼玉･千葉･東京･神奈川･ 山梨･長野･静岡）

北 陸

北 海 道 011‐642‐5469

東北農政局企画調整室 022‐263‐0564

関東農政局生産経営流通部農産課 048‐740‐0409

北　　陸
（新潟･石川･富山･福井）

東　　海
（岐阜･愛知･三重）

近　　畿
（滋賀･京都･大阪･兵庫･奈良･和歌山）

中国四国

北陸農政局生産経営流通部農産課 076‐232‐4302

東海農政局戸別所得補償制度準備室 052‐715‐5191

近畿農政局生産経営流通部農産課 075‐414‐9020

中国四国農政局戸別所得補償制度推進室 086 230 4256

※戸別所得補償制度に関する詳しい情報は、以下のアドレスに掲載して
います。 【 http://www.maff.go.jp/j/seisaku/kobetu_hosyo/index.html 】

（鳥取･島根･岡山･広島･山口･徳島･香川･ 愛媛･高知）

九　　州
（福岡･佐賀･長崎･熊本･大分･宮崎･鹿児島）

沖　　縄 沖縄総合事務局農林水産部農畜産振興課 098‐866‐1653

中国四国農政局戸別所得補償制度推進室 086‐230‐4256

九州農政局生産経営流通部農産課 096‐353‐7379


